
森林所有者 事業者

森林所有者が林業事業体に立木を売却した場合

立木の売買契約

伐採（事業者）

伐採終了後３０日前以内に事業者が

伐採に係る森林の状況報告書を提出

造林（森林所有者）

造林終了後３０日前以内に森林所有者が

伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出

森林所有者と事業者が伐採・造林の計画について

話し合った上で、伐採をする９０～３０日前までに、

以下の書類を伐採を行う森林が所在する市町村に提

出

１ 伐採及び伐採後の造林の届出書（連名）

２ 伐採計画書（事業者が作成）

３ 造林計画書（森林所有者が作成）

４ その他市町村が定める必要書類

※伐採・造林の作業を委託する場合でも、事業者・森林所有者による届出が必要です。

※FIT法に基づく価格固定買取制度を活用する場合、認定事業者による伐採が必要です。

府内の認定事業者は京都府森林組合連合会及び京都府木材組合連合会HPに掲載され

ています。

※届出書を提出をせず伐採した場合や報告書を提出しないまたは虚偽の報告には、

森林法による罰則規定があります。

届出書の提出をせず立木の伐採をした者→百万円以下の罰金

報告をせず、又は虚偽の報告をした者→三十万円以下の罰金

京都府森の保全推進課


